
議
案
第
三
十
三
号 

 
宇
部
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る 

基
準
を
定
め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
（
平
成
二
十
六
年
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 
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第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
掲
示
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
「
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て

直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を

い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
二
項
中
「
利
用
の
」
を
「
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定
教
育
・

保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
」
を
「
電
磁
的
記

録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特

定
教
育
・
保
育
施
設
に
お
け
る
重
要
事
項
の
掲
示
方
法
の
見
直
し
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
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の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
） 

（
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
） 

第
十
五
条 

第
十
五
条 

二 

認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及

び
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
） 

次
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項 

二 

認
定
こ
ど
も
園
（
認
定
こ
ど
も
園
法
第
三
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及

び
同
条
第
十
項 

 

の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
） 

次
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項 

（
掲
示
） 

（
掲
示
等
） 

第
二
十
三
条 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営

規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負

担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施

設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

。 

第
二
十
三
条 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営

規
程
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負

担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施

設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
す
る
と
と
も
に
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し

て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受

信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め

に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放

送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
） 

（
特
別
利
用
保
育
の
基
準
） 

第
三
十
五
条 

第
三
十
五
条 

３ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む

も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七

条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定
教

育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保

３ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
保
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
（
法
第
二
十
八

条
第
一
項
の
特
例
施
設
型
給
付
費
を
い
う
。
次
条

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
む

も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七

条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定
教

育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用
保
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育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当

す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
十

三
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号

に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
八
条
第

二
項
第
二
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
第

三
号
ロ
⑴
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特

別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同

号
ロ
⑵
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と

あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特

別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給

付
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
又
は
同
条

第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当

す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
第
十

三
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号

に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二
十
八
条
第

二
項
第
二
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条
第
四
項
第

三
号
ロ
⑴
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」

と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特

別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」
と
、
同

号
ロ
⑵
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と

あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
（
特

別
利
用
保
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
） 

（
特
別
利
用
教
育
の
基
準
） 

第
三
十
六
条 

第
三
十
六
条 

３ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
六
条
第
三
項
及
び

第
七
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
利
用

の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は

幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利

用
教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「 

 

申
込
み

に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に

係
る
法
第
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲

３ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特

定
教
育
・
保
育
に
は
特
別
利
用
教
育
を
、
施
設
型

給
付
費
に
は
特
例
施
設
型
給
付
費
を
、
そ
れ
ぞ
れ

含
む
も
の
と
し
て
、
前
節
（
第
六
条
第
三
項
及
び

第
七
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定

教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
特
別
利
用

教
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設
に
限
る
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
利
用
の
申
込
み

に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に

係
る
法
第
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学

前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子

ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
教

育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
」
と
、
「
同
号
に
掲
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げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用

定
員
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
」

と
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条
第
三

項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二

十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条

第
四
項
第
三
号
ロ
⑴
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」

と
、
同
号
ロ
⑵
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」

と
す
る
。 

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用

定
員
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
小

学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
」

と
、
第
十
三
条
第
二
項
中
「
法
第
二
十
七
条
第
三

項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
二

十
八
条
第
二
項
第
三
号
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
」
と
、
同
条

第
四
項
第
三
号
ロ
⑴
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定

子
ど
も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
含
む
。
）
」

と
、
同
号
ロ
⑵
中
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど

も
（
特
別
利
用
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
」

と
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
五
十
三
条 

第
五
十
三
条 

２ 

２ 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記

録
媒
体
を
い
う
。
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
載
事
項
を

記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

 

1
1
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議案第４２号 

 

宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか３施設）に係る       

指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか３施設）の指定管理

者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年２月２０日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市俵田翁記念体育館 宇部市恩田町四丁目１番１号 

恩田運動公園  

野球場  宇部市恩田町四丁目１番４号  

陸上競技場  宇部市恩田町四丁目１番２号  

多目的グラウンド  宇部市恩田町四丁目１番  

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市体育協会グループ 

  代表者 宇部市恩田町四丁目１番４号 

      公益財団法人宇部市体育協会 

       理事長  千  葉  泰  久 

      大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

      美津濃株式会社 

       代表取締役社長  水  野  明  人  

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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議案４２号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか３施設）に係る指定管理者の指定の件

2.施設位置図

1.施設名称

・宇部市俵田翁記念体育館 （宇部市恩田町四丁目１番１号）
・野球場 （宇部市恩田町四丁目１番４号）
・陸上競技場 （宇部市恩田町四丁目１番２号）
・多目的グラウンド （宇部市恩田町四丁目１番）

令和６年３月議会 文教民生委員会資料 1



議案４２号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか３施設）に係る指定管理者の指定の件

4.指定期間 令和６年４月１日～令和７年３月３１日（１年間）

3.指定管理候補者

(1)団体名 宇部市体育協会グループ
共同体の事業所所在地 宇部市恩田町四丁目１番４号

(2)代表団体
①団体名 公益財団法人 宇部市体育協会
②代表者名 理事長 千葉 泰久
③主たる事業所の所在地 宇部市恩田町四丁目１番４号

(3)構成団体
①団体名 美津濃株式会社
②代表者名 代表取締役社長 水野 明人
③主たる事業所の所在地 大阪市中央区北浜四丁目１番２３号

恩田スポーツパーク内対象施設 R6年度 R7-R20年度

俵田翁記念体育館

指定管理
R6.４～R7.３まで

指定管理
R7.４～R21.3まで

野球場（ユーピーアールスタジアム）

陸上競技場

多目的グラウンド（R６.4供用開始予定）

にぎわい交流施設（R7.4供用開始予定）

整備工事屋根付きグラウンド（R7.4供用開始予定）

都市型スポーツエリア・その他施設

2



議案４２号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか３施設）に係る指定管理者の指定の件

内 容 期 日

事業者公募 令和4年12月28日（木）

事業者選定委員会 令和5年4月29日（土）

恩田スポーツパーク整備・管理
運営基本協定締結

令和5年6月30日（土）

指定管理者指定申請書の提出 令和5年12月28日（火）

5.指定管理候補者選定の経緯（恩田スポーツパーク整備・管理運営業務）

維持管理・運営の提案は、施設の設置目的を十分理解するとともに、豊富な実績を活かし、既存の施設を活用した健康教室や

関係機関等と連携したスポーツイベントの開催に加え、新たなイベントの開催など、幅広い年齢層や利用者のニーズに応える内

容が含まれていた。また、提案内容は実現性が高く、適切に実施されれば公園の魅力をさらに高めることができると評価された。

また、経費においても、適正に確保され、施設の管理運営体制の安定的な維持・継続が可能なものであると考えられ、宇部市体

育施設及び都市公園の維持・運営・管理における指定管理者として適切なものと評価された。

6.選定理由

3



議案４２号 宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか３施設）に係る指定管理者の指定の件

7.参考 恩田スポーツパーク整備・管理運営業務プロポーザル選定委員会における審査結果（1000点満点）

審査項目 配点 候補者 Ａグループ Ｂグループ

①事業計画に関する事項 150.00 100.00 75.78 36.86

②施設整備に関する事項 300.00 206.80 143.30 79.58

③維持管理・運営に関する事項 300.00 194.79 159.24 66.08

④設置管理許可施設等に関する事項 150.00 102.03 77.50 37.50

提案価格に関する提案 100.00 99.92 100.00 99.91

総合評価点 1000.00 703.54 555.82 319.93

4



議案第４３号 

 

工 事 請 負 契 約 締 結 の 件 

 

下記のとおり工事の請負契約を締結することについて、宇部市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第５８号）第２条

の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和６年２月２０日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二     

 

 

記  

１ 工 事 名  恩田スポーツパーク施設（屋根付きグラウンド）新築工事 

２ 工 事 場 所  宇部市恩田町四丁目地内 

３ 請 負 金 額  一金 ２１３,５０７,７００円也 

          （うち消費税額及び地方消費税額 １９,４０９,７９１円） 

４ 契 約 の 方 法   随意契約（公募型プロポーザル方式） 

５ 工 事 の 概 要   （1）建築工事 一式 

（2）舗装工事 一式 ほか 

６ 契約の相手方   大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

美津濃株式会社 

代表取締役社長  水  野  明  人 
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議案第４３号参考図 
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議案４３号 工事請負契約締結の件 恩田スポーツパーク施設（屋根付きグラウンド）新築工事

1.施設イメージ

建築用途：スポーツの練習場
躯体構造：鉄骨造 膜構造：構造形式：骨組膜構造
平屋建て
建築面積、床面積：1,638.89㎡ （51.7ｍ×31.7ｍ）
屋根：膜材仕上げ （ポリエステル、ポリ塩化ビニルコーティング）
軒高：9.0ｍ（軒下高7.6ｍ）、最高高さ：約12.3ｍ（12.295ｍ）

1令和６年 ３月 文教民生委員会資料



議案４３号 工事請負契約締結の件 恩田スポーツパーク施設（屋根付きグラウンド）新築工事

２.施設概要図

断面図

平面図

2令和６年 ３月 文教民生委員会資料



議案４３号 工事請負契約締結の件 恩田スポーツパーク施設（屋根付きグラウンド）新築工事

２.施設概要図

断面図

3令和６年 ３月 文教民生委員会資料



議
案
第
二
十
七
号 

 
宇
部
市
介
護
保
険
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

第
三
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年

度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
三
万
五
千
八
百
八
十
円
」
を
「
三
万
三
千
八
百
五
十
二
円
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
三
千
八
百
二
十
円
」
を
「
五
万
九
百
六
十
四
円
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
五
万
三
千
八
百
二
十
円
」
を
「
五
万
千
三
百
三
十
六
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

中
「
六
万
四
千
五
百
八
十
四
円
」
を
「
六
万
六
千
九
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
七

万
千
七
百
六
十
円
」
を
「
七
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
八
万
六
千
百
十
二
円
」

を
「
八
万
九
千
二
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
若
し
く
は
第
十
一
号
ロ
」
を
「
、
第
十
一

号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第

七
号
中
「
九
万
三
千
二
百
八
十
八
円
」
を
「
九
万
六
千
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
若

し
く
は
第
十
一
号
ロ
」
を
「
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し

く
は
第
十
五
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
十
万
七
千
六
百
四
十
円
」
を
「
十
一
万
千
六
百

円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
若
し
く
は
第
十
一
号
ロ
」
を
「
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第

十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
十
二
万
千
九
百

九
十
二
円
」
を
「
十
二
万
六
千
四
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
五
百
万
円
」
を
「
四
百
二

十
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
若
し
く
は
第
十
一
号
ロ
」
を
「
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、

第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
十
四
万
三
千

五
百
二
十
円
」
を
「
十
四
万
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
五
百
万
円
以
上
七
百
万
円

未
満
」
を
「
四
百
二
十
万
円
以
上
五
百
二
十
万
円
未
満
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
次
号
ロ
」
の
下

に
「
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
」
を
加
え
、
同
項
第

十
一
号
中
「
十
六
万
千
四
百
六
十
円
」
を
「
十
五
万
六
千
二
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
七

百
万
円
以
上
千
万
円
未
満
」
を
「
五
百
二
十
万
円
以
上
六
百
二
十
万
円
未
満
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
部
分
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
次
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十

五
号
ロ
」
を
加
え
、
「
該
当
す
る
も
の
」
を
「
該
当
す
る
者
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

4
9



十
二 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
七

万
千
百
二
十
円 

イ 
合
計
所
得
金
額
が
六
百
二
十
万
円
以
上
七
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若

し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

第
三
条
第
一
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
三 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
七

万
八
千
五
百
六
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
七
百
二
十
万
円
以
上
八
百
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五

号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

十
四 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
九

万
三
千
四
百
四
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
八
百
万
円
以
上
九
百
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。
） 

十
五 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二
十

万
八
千
三
百
二
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
上
千
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

十
六 

前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

二
十
二
万
三
千
二
百
円 

第
三
条
第
二
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年

5
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度
ま
で
」
に
、
「
二
万
千
五
百
二
十
八
円
」
を
「
二
万
千
二
百
四
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
、
「
二

万
千
五
百
二
十
八
円
」
を
「
二
万
千
二
百
四
円
」
に
、
「
三
万
五
千
八
百
八
十
円
」
を
「
三
万
六

千
八
十
四
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六

年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
、
「
二
万
千
五
百
二
十
八
円
」
を
「
二
万
千
二
百
四
円
」
に
、

「
五
万
二
百
三
十
二
円
」
を
「
五
万
九
百
六
十
四
円
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
宇
部
市
介
護
保
険
条
例
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
保
険
料

か
ら
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
令
和
六
年
度

か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

5
1



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
保
険
料
率
） 

（
保
険
料
率
） 

第
三
条 

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

第
三
条 

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
第
一
号
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四

百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十

九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者 

三
万
五
千

八
百
八
十
円 

 
 

一 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四

百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十

九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者 

三
万
三
千

八
百
五
十
二
円 

二 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者 

五
万
三
千
八
百
二
十
円 

二 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者 

五
万
九
百
六
十
四
円 

 
 

三 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者 

五
万
三
千
八
百
二
十
円 

三 
令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者 

五
万
千
三
百
三
十
六
円 

四 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者 

六
万
四
千
五
百
八
十
四
円 

四 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者 

六
万
六
千
九
百
六
十
円 

 
 

五 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者 

七
万
千
七
百
六
十
円 

五 

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者 

七
万
四
千
四
百
円 

 
 

六 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

八
万
六

千
百
十
二
円 

 
 

六 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

八
万
九

千
二
百
八
十
円 

ロ 

要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額

に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
保
険
料
率

を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
（
生
活
保
護
法

の
規
定
に
よ
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第

三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
八
号
ロ
、

第
九
号
ロ
、
第
十
号
ロ
若
し
く
は
第
十
一
号

ロ
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十
三

号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
） 

ロ 

要
保
護
者
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額

に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
保
険
料
率

を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
（
生
活
保
護
法

の
規
定
に
よ
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第

三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
八
号
ロ
、

第
九
号
ロ
、
第
十
号
ロ
、
第
十
一
号
ロ
、
第

十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若

し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
） 
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七 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

九
万
三

千
二
百
八
十
八
円 

七 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

九
万
六

千
七
百
二
十
円 

 
 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
九
号
ロ
、
第

十
号
ロ
若
し
く
は
第
十
一
号
ロ
、
第
十
一
号

ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四

号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
九
号
ロ
、
第

十
号
ロ
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第

十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五

号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

八 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
万
七

千
六
百
四
十
円 

八 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
一
万

千
六
百
円 

 
 
 
 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
号
ロ
若
し

く
は
第
十
一
号
ロ
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二

号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
） 

ロ 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
号
ロ
、
第

十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、

第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
） 

九 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
二
万

千
九
百
九
十
二
円 

九 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
二
万

六
千
四
百
八
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
三
百
二
十
万
円
以
上
五

百
万
円 

 
 
 

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
三
百
二
十
万
円
以
上
四

百
二
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
若
し
く
は
第
十
一

号
ロ
、
第
十
一
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、
第
十

三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
一
号
ロ
、

第
十
二
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ

若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
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く
。
） 

く
。
） 

十 
各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
四
万

三
千
五
百
二
十
円 

十 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
四
万

千
三
百
六
十
円 

 
 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
五
百
万
円
以
上
七
百
万

円
未
満 

 
 
 
 
 
 
 

で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
四
百
二
十
万
円
以
上
五

百
二
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、

第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十

五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
二
号
ロ
、

第
十
三
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十

五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

十
一 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
六
万

千
四
百
六
十
円 

 
 

十
一 
各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
五
万

六
千
二
百
四
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
七
百
万
円
以
上
千
万
円

未
満 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
五
百
二
十
万
円
以
上
六

百
二
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、

第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
） 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
三
号
ロ
、

第
十
四
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当

す
る
者 

 

を
除
く
。
） 

十
二 

前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

十
七
万
九
千
四
百
円 

十
二 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
七
万

千
百
二
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
六
百
二
十
万
円
以
上
七

百
二
十
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

5
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必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
、
第
十
四
号
ロ
若

し
く
は
第
十
五
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
） 

 

十
三 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
七
万

八
千
五
百
六
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
七
百
二
十
万
円
以
上
八

百
万
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
若
し
く
は
第
十
五

号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

 

十
四 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

十
九
万

三
千
四
百
四
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
八
百
万
円
以
上
九
百
万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
又
は
次
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。
） 

 

十
五 

各
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

二
十
万

八
千
三
百
二
十
円 

イ 

合
計
所
得
金
額
が
九
百
万
円
以
上
千
万
円

未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
者 

ロ 

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ

5
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る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ

る
保
険
料
率
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
令
第
三

十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
⑴
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

 

十
六 

前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者 

●
二
十
二
万
三
千
二
百
円 

２ 

所
得
の
少
な
い
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
該

当
す
る
者
の
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
二
万
千
五
百
二
十
八
円
と
す
る
。 

２ 

所
得
の
少
な
い
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の

保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
該

当
す
る
者
の
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
二
万
千
二
百
四
円 

 
 
 

と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
第

一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課

に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
二
万
千
五
百
二

十
八
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
万
五
千
八
百
八
十

円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
第

一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課

に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各

年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
二
万
千
二
百
四

円
二
万
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
万
六
千
八
十
四
円

三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
二
万
千

五
百
二
十
八
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
万
二
百
三

十
二
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦

課
に
係
る
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
二
万
千

二
百
四
円 

 
 
 

」
と
あ
る
の
は
、
「
五
万
九
百
六

十
四
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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議
案
第
二
十
八
号 

 
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る 

 
 

条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
三

十
年
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   

第
六
条
第
二
項
中
「
利
用
者
の
数
が
三
十
五
」
を
「
利
用
者
の
数
（
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
又
は
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者

か
ら
委
託
を
受
け
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定
介
護
予
防
支
援
を
行
う

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
利
用
者
の
数
に
当
該
事
業
所

に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
利
用
者
の
数
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
数
を
加
え
た
数
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
四
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
が
、
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康

保
険
中
央
会
（
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
に
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険
中
央
会
と
い
う
名
称
で

設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
が
運
用
及
び
管
理
を
行
う
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接
続
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

の
情
報
の
共
有
等
の
た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
か
つ
、
事
務
職
員
を
配
置
し
て

い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の
数
が
四
十
九
又
は
そ
の

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
と
す
る
。 

第
七
条
第
三
項
第
二
号
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
」
を
加
え
、

「
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

の
総
数
の
う
ち
に
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸
与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
の
数
が
占
め
る
割
合
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ

た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の
回
数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
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め
る
割
合
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ

め
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い

て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数
の
う
ち
に
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ

れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が
占
め
る
割
合
及
び
前
六
月
間
に
当
該
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪

問
介
護
等
ご
と
の
回
数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を

得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条
の
二
を
第
九
条
の
三
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
九
条
の
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等

の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他

利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心

身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第

三
十
八
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
六
条 

第
六
条 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の

数
が
三
十
五
利
用
者
の
数
（
当
該
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指

定
を
併
せ
て
受
け
、
又
は
法
第
百
十
五
条
の
二
十

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者

か
ら
委
託
を
受
け
て
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
に
お
い
て
指
定
介
護
予
防
支
援
（
法
第
五

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
の
利
用
者
の
数
に
当
該
事
業
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の

数
（
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
指
定
介

護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
又

は
法
第
百
十
五
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
、

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定

介
護
予
防
支
援
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

事
業
所
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
利
用
者

の
数
に
当
該
事
業
所
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
支

援
の
利
用
者
の
数
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
数
を
加

え
た
数
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四
十
四
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
と
す
る
。 

 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
が
、
公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険

中
央
会
（
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
に
社
団
法
人

国
民
健
康
保
険
中
央
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い
う
。
）
が
運
用
及
び
管
理
を
行
う
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
接
続

さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
情
報
の
共
有
等
の

た
め
の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
、
か
つ
、

事
務
職
員
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一

項
に
規
定
す
る
員
数
の
基
準
は
、
利
用
者
の
数
が

四
十
九
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
と
す

る
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
七
条 

第
七
条 

３ 

３ 

二 

管
理
者
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所

の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な

二 

管
理
者
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所

の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
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い
場
合
に
限
る
。
） 

い
場
合
に
限
る
。
） 

（
説
明
及
び
同
意
） 

（
説
明
及
び
同
意
） 

第
八
条 

第
八
条 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
が
第
五
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
利
用

者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

利
用
者
は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数

の
う
ち
に
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ

れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が

占
め
る
割
合
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の

回
数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
等
に
つ
き

説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画
が
第
五
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
利
用

者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

利
用
者
は
複
数
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等

を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数

の
う
ち
に
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
訪
問
介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ

れ
位
置
付
け
ら
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が

占
め
る
割
合
、
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の

回
数
の
う
ち
に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
又
は
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
等
に
つ
き

説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
介

護
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
前
六
月
間
に
当

該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
作
成
さ

れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
総
数
の
う
ち
に
訪
問

介
護
、
通
所
介
護
、
福
祉
用
具
貸
与
及
び
地
域
密

着
型
通
所
介
護
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
訪
問

介
護
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け
ら

れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
数
が
占
め
る
割
合
及

び
前
六
月
間
に
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位

置
付
け
ら
れ
た
訪
問
介
護
等
ご
と
の
回
数
の
う
ち

に
同
一
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
又
は
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ

れ
た
も
の
が
占
め
る
割
合
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
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理
解
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

４ 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
九
条 

第
九
条 

 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
九
条
の
二 

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た

っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生

命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な

い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の

行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」

と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ

の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の

状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
九
条
の
二 

第
九
条
の
三 
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議
案
第
二
十
九
号 

 
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援 

 
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定 

 

め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
条
例

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   

第
六
条
中
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
を
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事

業
所
ご
と
に
一
以
上
の
員
数
の
指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
介
護
支
援

専
門
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
（
以
下
「
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
」
を

「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ

り
置
く
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

置
く
管
理
者
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
省

令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
主
任
介
護
支
援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
等
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
介
護
支
援
専
門
員
（
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
除
く
。
）
を
第
一
項
に
規
定

す
る
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

管
理
者
が
そ
の
管
理
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
の
職
務
に
従

事
す
る
場
合 
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二 

管
理
者
が
他
の
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援

事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
） 

第
八
条
第
二
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
の
下
に
「
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
担
当
職
員
」
の
下
に
「
（
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防

支
援
事
業
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
を
「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者

で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
」
に
、
「
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
）
」
を
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
十
四
条
の
三 

指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者

等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の

他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心

身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
七

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
六
条 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
当
該
指
定
に

係
る
事
業
所
ご
と
に
一
以
上
の
員
数
の
指
定
介
護

予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
保
健
師

そ
の
他
の
指
定
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
知
識
を

有
す
る
職
員
（
以
下
「
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ

る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に

係
る
事
業
所
ご
と
に
一
以
上
の
員
数
の
指
定
介
護

予
防
支
援
の
提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
保
健
師

そ
の
他
の
指
定
介
護
予
防
支
援
に
関
す
る
知
識
を

有
す
る
職
員
（
以
下
「
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護

予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所

ご
と
に
一
以
上
の
員
数
の
指
定
介
護
予
防
支
援
の

提
供
に
当
た
る
必
要
な
数
の
介
護
支
援
専
門
員
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
七
条 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介

護
予
防
支
援
事
業
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご
と
に
常
勤
の
管
理
者
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
条 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
当
該
指

定
に
係
る
事
業
所
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
支
援

事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
常
勤
の
管
理
者
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

設
置
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
前

項
の
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
予

防
支
援
事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者

で
あ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ
る
指

定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り

置
く
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
予

防
支
援
事
業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、

当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
又
は
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者

で
あ
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護

予
防
支
援
事
業
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
く

管
理
者
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い

う
。
）
第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
イ
⑶
に
規

定
す
る
主
任
介
護
支
援
専
門
員
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
主
任
介
護
支
援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
任
介
護
支

援
専
門
員
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
等
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
介
護

支
援
専
門
員
（
主
任
介
護
支
援
専
門
員
を
除
く
。
）

を
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
者
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

４ 

前
項
の
管
理
者
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す

る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

管
理
者
が
そ
の
管
理
す
る
指
定
介
護
予
防
支

援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
の
職
務
に
従
事

す
る
場
合 

二 

管
理
者
が
他
の
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る

場
合
（
そ
の
管
理
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事

業
所
の
管
理
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
る
。
） 

（
説
明
及
び
同
意
） 

（
説
明
及
び
同
意
） 

第
八
条 

第
八
条 

２ 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画
が
第
五
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び

利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
利
用
者
は
複
数
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画
が
第
五
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び

利
用
者
の
希
望
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
利
用
者
は
複
数
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
等
を
紹
介
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
等
に
つ
き
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
利
用
者
に
つ
い

て
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
必
要
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
担
当
職
員
（
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
場

合
に
あ
っ
て
は
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
同
じ
。
）

の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に

伝
え
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予

防
支
援
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
利
用
者
に
つ
い

て
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
必
要
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
担
当
職
員
（
指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
場

合
に
あ
っ
て
は
介
護
支
援
専
門
員
。
以
下
同
じ
。
）

の
氏
名
及
び
連
絡
先
を
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に

伝
え
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
） 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
の
業
務
の
委
託
） 

第
十
条 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
法
第
百
十
五

第
十
条 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
で
あ

る
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
は
、
法
第
百
十
五
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条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予

防
支
援
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
介
護
保
険
法
施

行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）

第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）

の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
介
護
予

防
支
援
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、

中
立
性
及
び
公
正
性
の
確
保
を
図
る
た
め
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
省
令
介
護
保
険

法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

第
百
四
十
条
の
六
十
六
第
一
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
）

の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
虐
待
の
防
止
） 

（
虐
待
の
防
止
） 

第
十
四
条
の
二 

第
十
四
条
の
二 

 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
十
四
条
の
三 

指
定
介
護
予
防
支
援
の
提
供
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の

生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得

な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者

の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
身

体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。 

２ 

前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ

の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の

状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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議
案
第
三
十
号 

 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準 

 
 

等
を
定
め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
（
平
成
二
十
四
年
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   

第
七
条
第
五
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
六
項
た
だ
し
書

中
「
当
該
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
」
を
「
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
」
に
、
「
施
設
」
を
「
敷
地
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
十
一
条
の
二 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生

命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用

者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う

場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得

な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
九
条
第
四
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
た
だ
し
書
中
「
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
の
」
を
「
職
務
又
は
」
に
改
め
、

「
同
一
敷
地
内
の
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
三
条
中
「
、
第
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
」
に
、
「
夜
間
対
応
型
訪
問

介
護
」
を
「
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
四
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
八
及
び
第
二
十
三
条
の
十
中
「
、
第
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 
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第
二
十
三
条
の
十
八
中
「
第
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
二
」
を
、
「
第
十
六
条
の
二
」

の
下
に
「
ま
で
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
条
中
「
、
第
十
一
条
」
を
「
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
七
条
第
六
項
の
表
中
「
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
併
設
す

る
前
条
第
六
項
の
表
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の

い
ず
れ
か
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
、
同
一
敷
地
内
の
指

定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
（
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
が
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
又

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
一
体
的
な
運
営
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
職
務
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す

る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
同
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援

事
業
を
除
く
。
）
」
を
「
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身

体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
身
体
的
拘
束
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を

活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
及
び
「
若
し
く
は
併
設
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」

を
削
り
、
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と

等
に
よ
り
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
五
十
一
条
中
「
及
び
」
を
「
、
第
四
十
二
条
及
び
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
三
条
第
七
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
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る
。 

１ １ 
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
九
」
と
す
る
。 

一 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
基
準
第
八
十
六

条
の
二
に
規
定
す
る
委
員
会
に
お
い
て
、
利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確

保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の
取
組
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必

要
な
検
討
を
行
い
、
及
び
当
該
事
項
の
実
施
を
定
期
的
に
確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

利
用
者
の
安
全
及
び
ケ
ア
の
質
の
確
保 

ロ 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
の
負
担
軽
減
及
び
勤
務
状
況
へ
の
配
慮 

ハ 

緊
急
時
の
体
制
整
備 

ニ 

業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
等
に
資
す
る
機
器
（
次
号
に
お
い
て
「
介

護
機
器
」
と
い
う
。
）
の
定
期
的
な
点
検 

ホ 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
に
対
す
る
研
修 

二 

介
護
機
器
を
複
数
種
類
活
用
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、

地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
間
の
適
切
な
役
割
分
担
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

四 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
取
組

に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。 

 

第
五
十
四
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
八
条
中
「
第
四
十
三
条
及
び
第
五
十
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
」

に
改
め
る
。 

 

第
六
十
一
条
第
八
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
介
護
支
援
専
門

員
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
六
十
一
条
の
二
中
「
医
師
」
の
下
に
「
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
当
該
医
師
及

び
当
該
協
力
医
療
機
関
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
前
項
の
医
師
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得

て
、
一
年
に
一
回
以
上
、
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
十
二
条
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
六
十
八
条
中
「
第
五
十
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
三
条
第
七
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
七
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
及
び
「
若
し
く
は
当
該
指
定
看
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
併
設
す
る
前
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
」
を
削
り
、

7
1



同
条
第
三
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
第
四
十
二

条
第
三
項
（
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

「
説
明
」 

 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
七
条 

第
七
条 

５ 
 

５ 
 

十
一 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設 

 

十
二 

 

十
一 

 

６ 

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等

は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当

た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用

者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所 

 
 
 

の

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
施
設
内
に
あ
る
指

定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
夜
間
対
応
型

訪
問
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

６ 

随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
訪
問
介
護
員
等

は
、
専
ら
当
該
随
時
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当

た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用

者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の

定
期
巡
回
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
指

定
訪
問
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定
夜
間
対
応
型

訪
問
介
護
事
業
所
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
八
条 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に

従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場

合
は
、
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は

同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に

従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場

合
は
、
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

（
提
供
拒
否
の
禁
止
） 

第
十
一
条 

第
十
一
条 

 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
十
一
条
の
二 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
事
業
者
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身

体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を

除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
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限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業
者
は
、
前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合

に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
十
九
条 

第
十
九
条 

４ 
 

４ 
 

十
一 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設 

 

十
二 

 

十
一 

 

（
管
理
者
） 
（
管
理
者
） 

第
二
十
条 

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者

は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対

応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場

合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所

の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
の
他

の
事
業
所
、
施
設
等
（
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪

問
介
護
事
業
者
が
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受

け
、
か
つ
、
当
該
同
一
敷
地
内
の
他
の
事
業
所
、

施
設
等
と
一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
）
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
日
中
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
訪
問
介

護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
、
一
体
的
に

運
営
す
る
と
き
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
条 

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者

は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に

専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
夜
間
対

応
型
訪
問
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場

合
は
、
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所

の
他
の
職
務
又
は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他

の
事
業
所
、
施
設
等
（
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪

問
介
護
事
業
者
が
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受

け
、
か
つ
、
当
該 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、

施
設
等
と
一
体
的
に
運
営
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
）
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
日
中
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
訪
問
介

護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
て
、
一
体
的
に

運
営
す
る
と
き
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
二
十
三
条 

第
十
条
、
第
十
一
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

及

び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
の
規

定
は
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護 

 

の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

第
二
十
三
条 

第
十
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
及

び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
の
規

定
は
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 
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（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
二
十
三
条
の
四 

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
ご

と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な

い
場
合
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内

に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
三
条
の
四 

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
ご

と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な

い
場
合
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
二
十
三
条
の
八 

第
十
条
、
第
十
一
条 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条

の
二
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

第
二
十
三
条
の
八 

第
十
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま

で
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条

の
二
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
指
定
地

域
密
着
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
二
十
三
条
の
十 

第
十
条
、
第
十
一
条 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条

の
二
ま
で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
の
二
、

第
二
十
三
条
の
四
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二

十
三
条
の
七
の
規
定
は
、
共
生
型
地
域
密
着
型
通

所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
二
十
三
条
の
十 
第
十
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま

で
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条

の
二
ま
で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
の
二
、

第
二
十
三
条
の
四
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二

十
三
条
の
七
の
規
定
は
、
共
生
型
地
域
密
着
型
通

所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
二
十
三
条
の
十
三 

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者

は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
療
養
通
所
介
護

事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指

定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施

設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。 

第
二
十
三
条
の
十
三 

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
者

は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
療
養
通
所
介
護

事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指

定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事

し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、
施

設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
二
十
三
条
の
十
八 

第
十
一
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の

二 
 
 
 

、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の

第
二
十
三
条
の
十
八 

第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二

、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の

二
ま
で
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の

7
5



 

七
の
規
定
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

七
の
規
定
は
、
指
定
療
養
通
所
介
護
の
事
業
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
二
十
六
条 
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
単
独
型
・
併
設
型
指

定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

第
二
十
六
条 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
単
独
型
・
併
設
型
指

定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
三
十
条 

第
十
条
、
第
十
一
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
第

十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま

で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二

十
三
条
の
七
の
規
定
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

第
三
十
条 
第
十
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
、
第

十
二
条
の
二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま

で
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
二

十
三
条
の
七
の
規
定
は
、
単
独
型
・
併
設
型
指
定

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
三
十
四
条 

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用

型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の

職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の

事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
同

一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に

従
事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

第
三
十
四
条 

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介

護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用

型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の

職
務
に
従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の

事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
本
体
事
業
所
等
の
職
務
に

従
事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 
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（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
三
十
七
条 

第
三
十
七
条 

６ 
 

６ 
 

当

該

指

定

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

事

業

所

に

中

欄

に

掲

げ

る

施

設

等

の

い

ず

れ

か

が

併

設

さ

れ

て

い

る

場

合 

指

定

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介
護
事
業
所
、
指

定

地

域

密

着

型

特
定
施
設
、
指
定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設
、
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
、
介

護

老

人

保

健

施

設
、
指
定
介
護
療

養

型

医

療

施

設

（
医
療
法
（
昭
和

二

十

三

年

法

律

第
二
百
五
号
）
第

七

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

す

る

療

養

病

床

を

有

す

る

診

療

所

で

あ

る

も

の

に

限
る
。
）
又
は
介

護
医
療
院 

介
護
職
員 

 

当

該

指

定

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

事

業

所

に

中

欄

に

掲

げ

る

施

設

等

の

い

ず

れ

か

が

併

設

さ

れ

て

い

る

場

合 

指

定

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介
護
事
業
所
、
指

定

地

域

密

着

型

特
定
施
設
、
指
定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設
、
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
、
介

護

老

人

保

健

施

設

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

又

は

介

護
医
療
院 

介
護
職
員 

 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
三
十
八
条 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管

理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又

は
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

に
併
設
す
る
前
条
第
六
項
の
表
当
該
指
定
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄
に
掲
げ
る
施

設
等
の
い
ず
れ
か
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
の
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
、
同
一
敷
地
内

第
三
十
八
条 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管

理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指

定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又

は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
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の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

事
業
所
の
職
務
（
当
該
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
が
、
指
定
夜
間
対
応

型
訪
問
介
護
事
業
者
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
又

は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受

け
、
一
体
的
な
運
営
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
職
務
を
含
む
。
）
若
し
く

は
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
同
項
第

一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業

を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 
（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
四
十
二
条 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提

供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用

者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ
の
他

利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体

的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
四
十
二
条 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
者
は
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提

供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の
利
用

者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や

む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
等
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 
 

２ 
 

 

３ 

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を

整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体

的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
四
十
七
条 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専
ら
そ
の
職

第
四
十
七
条 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
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務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
他

の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他

の
事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
併
設
す
る
指
定
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
若
し
く
は
指
定

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居
の
管
理
上

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活
住
居
の
他

の
職
務
に
従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他

の
事
業
所
、
施
設
等
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
の
職
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保

険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業

所
が
提
供
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
を
除
く
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し

く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会
福

祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷

地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
共
同
生
活
住
居

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

４ 

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保

険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業

所
が
提
供
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
を
除
く
。
）
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し

く
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療
所
又
は
社
会
福

祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
該
共
同
生
活
住
居

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
五
十
条
の
二 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事
業
者
は
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他

の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め

緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束

等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者

は
、
前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合
に
は
、

そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身

の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
者

は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
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用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
従
業
者
そ
の
他
の
従

業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を

整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
従
業
者
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身

体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
五
十
一
条 

第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の

二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二

十
三
条
の
六
、
第
二
十
三
条
の
七
及
び 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
五
十
一
条 

第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の

二
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二

十
三
条
の
六
、
第
二
十
三
条
の
七
、
第
四
十
二
条

及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
指
定
認
知
症
対
応

型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
五
十
三
条 

第
五
十
三
条 

７ 
 

７ 
 

二 

病
院 

介
護
支
援
専
門
員
（
指
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
の
場
合
に
限
る
。
） 

 

三 
 

二 
 

１０ 

１０ 

 

１１ 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
一
」
と
あ
る
の
は
、

「
〇
・
九
」
と
す
る
。 

一 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
基
準
第
八
十
六
条

の
二
に
規
定
す
る
委
員
会
に
お
い
て
、
利
用
者

の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及

び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
の
取
組
に
関

す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
検
討

を
行
い
、
及
び
当
該
事
項
の
実
施
を
定
期
的
に

確
認
し
て
い
る
こ
と
。 

イ 

利
用
者
の
安
全
及
び
ケ
ア
の
質
の
確
保 

ロ 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
の
負
担
軽

減
及
び
勤
務
状
況
へ
の
配
慮 
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ハ 

緊
急
時
の
体
制
整
備 

ニ 

業
務
の
効
率
化
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の

向
上
等
に
資
す
る
機
器
（
次
号
に
お
い
て
「
介

護
機
器
」
と
い
う
。
）
の
定
期
的
な
点
検 

ホ 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
に
対
す
る

研
修 

二 

介
護
機
器
を
複
数
種
類
活
用
し
て
い
る
こ

と
。 

三 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、

地
域
密
着
型
特
定
施
設
従
業
者
間
の
適
切
な
役

割
分
担
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

四 

利
用
者
の
安
全
並
び
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
確
保
及
び
職
員
の
負
担
軽
減
を
図
る
取
組
に

よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
及
び
職
員
の

負
担
軽
減
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
五
十
四
条 

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

設
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域

密
着
型
特
定
施
設
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
け
る

他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る

他
の
事
業
所
、
施
設
等
、
本
体
施
設
の
職
務
（
本

体
施
設
が
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合
は
、
管
理
者

と
し
て
の
職
務
を
除
く
。
）
若
し
く
は
併
設
す
る

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
又
は
指

定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
十
四
条 

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

設
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
管
理
者
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
地
域

密
着
型
特
定
施
設
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
お
け
る

他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、
施
設
等
、
本
体
施
設
の
職
務
（
本

体
施
設
が
病
院
又
は
診
療
所
の
場
合
は
、
管
理
者

と
し
て
の
職
務
を
除
く
。
）
若
し
く
は
併
設
す
る

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
又
は
指

定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
五
十
八
条 

第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十

四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
三
条
の

六
、
第
二
十
三
条
の
七
、
第
四
十
三
条
及
び
第
五

十
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

第
五
十
八
条 

第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十

四
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
三
条
の

六
、
第
二
十
三
条
の
七
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四

十
三
条 

 

の
規
定
は
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 
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（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
六
十
一
条 

第
六
十
一
条 

８ 
 

８ 
 

三 

病
院 

栄
養
士
若
し
く
は
管
理
栄
養
士
（
病

床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は

介
護
支
援
専
門
員
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
場
合
に
限
る
。
） 

三 

病
院 

栄
養
士
又
は 

 
 
 

管
理
栄
養
士
（
病

床
数
百
以
上
の
病
院
の
場
合
に
限
る
。
）
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

（
緊
急
時
等
の
対
応
） 

（
緊
急
時
等
の
対
応
） 

第
六
十
一
条
の
二 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
は
、
現
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

と
き
に
入
所
者
の
病
状
の
急
変
が
生
じ
た
場
合
そ

の
他
必
要
な
場
合
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
師
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
と
の
連
携
方
法
そ
の
他
の
緊
急
時
等
に
お

け
る
対
応
方
法
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
六
十
一
条
の
二 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
は
、
現
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

と
き
に
入
所
者
の
病
状
の
急
変
が
生
じ
た
場
合
そ

の
他
必
要
な
場
合
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
医
師
及
び
協
力
医
療
機

関
の
協
力
を
得
て
、
当
該
医
師
及
び
当
該
協
力
医

療
機
関
と
の
連
携
方
法
そ
の
他
の
緊
急
時
等
に
お

け
る
対
応
方
法
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

２ 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
前

項
の
医
師
及
び
協
力
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、

一
年
に
一
回
以
上
、
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方

法
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
緊
急
時
等

に
お
け
る
対
応
方
法
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
六
十
二
条 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
管
理
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
上
支
障
が

な
い
場
合
は
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、

施
設
等
又
は
本
体
施
設
の
職
務
（
本
体
施
設
が
病

院
又
は
診
療
所
の
場
合
は
、
管
理
者
と
し
て
の
職

務
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
二
条 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
管
理
者
は
、
専
ら
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介

護
老
人
福
祉
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
管
理
上
支
障
が

な
い
場
合
は
、  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、

施
設
等
又
は
本
体
施
設
の
職
務
（
本
体
施
設
が
病

院
又
は
診
療
所
の
場
合
は
、
管
理
者
と
し
て
の
職

務
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
六
十
八
条 

第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の

二
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
の
二
、

第
六
十
八
条 

第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の

二
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
の
二
、
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第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
五
十
条
の
二
の
規
定

は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

第
二
十
三
条
の
六
及
び
第
四
十
二
条 

 

の
規
定

は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
七
十
三
条 

 

第
七
十
三
条 

 

７ 
 

７ 
 

四 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療
法
第
七

条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有

す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

五 

四 
 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
七
十
四
条 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
者
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の

職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の

事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
当
該
指
定
看
護
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
併
設
す
る
前
条

第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
十
四
条 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
事
業
者
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の

職
務
に
従
事
し
、
又
は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の

事
業
所
、
施
設
等
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
の
職
務
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
介
護
老
人
保
健

施
設
、
介
護
医
療
院
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

の
従
業
者
若
し
く
は
訪
問
介
護
員
等
（
介
護
福
祉

士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
者
を
い
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。
）
と
し

て
認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
三
年
以
上
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
、
又

は
保
健
師
若
し
く
は
看
護
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

第
一
項
の
管
理
者
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
介
護
老
人
保
健

施
設
、
介
護
医
療
院
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等

の
従
業
者
若
し
く
は
訪
問
介
護
員
等
（
介
護
福
祉

士
又
は
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

て
認
知
症
で
あ
る
者
の
介
護
に
三
年
以
上
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
て
い
る
も
の
、
又

は
保
健
師
若
し
く
は
看
護
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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議
案
第
三
十
一
号 

 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び 

 
 

に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的 

 

な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   

目
次
中
「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
三
」
に
、
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」

に
、
「
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
章
中
第
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
十
七
条
の
三 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独

型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者

又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
身
体
的
拘

束
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊

急
や
む
を
得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
六
項
の
表
中
「
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

に
併
設
す
る
前
条
第
六
項
の
表
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄

に
掲
げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
、

8
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同
一
敷
地
内
の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
（
当
該
指
定
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
係
る
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
事
業
者
が
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
者
又
は
指
定
訪
問
看

護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
一
体
的
な
運
営
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業

に
係
る
職
務
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
同
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
を
除
く
。
）
」

を
「
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身

体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
身
体
的
拘
束
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を

活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
同
一
敷
地
内
に
あ
る
」
及
び
「
若
し
く
は
併
設
す
る
指
定

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施
設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
」

を
削
る
。 

 

第
三
十
八
条
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
九
条
中
「
第
十
七
条
の
二
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
十
九
条
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三

十
八
条
と
す
る
。 

 
 

第
六
章
中
第
四
十
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る

の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 
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「
説
明
」 

 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の

で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

目
次 

目
次 

第
二
章 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
（
第
六
条
―
第
十
七

条
の
二
） 

第
二
章 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
通
所
介
護
（
第
六
条
―
第
十
七

条
の
三
） 

第
五
章 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
九
条
） 

第
五
章 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
八
条
） 

第
六
章 

補
則
（
第
四
十
条 

 

） 

第
六
章 

補
則
（
第
三
十
九
条
） 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
八
条 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理

者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
単
独

型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又

は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・
併
設
型

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所

ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理

者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
単
独

型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又

は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、
施
設
等
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
虐
待
の
防
止
） 

（
虐
待
の
防
止
） 

第
十
七
条
の
二 

第
十
七
条
の
二 

 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
十
七
条
の
三 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
単
独
型
・

併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
又
は
他
の

利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保
護
す
る
た
め
緊

急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
身
体
的
拘
束
そ

の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る
行
為
（
以
下
「
身

体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。 

２ 

単
独
型
・
併
設
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
前
項
の
身
体
的
拘
束
等

を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
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際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を

得
な
い
理
由
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
二
十
一
条 
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
型
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、

か
つ
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
本
体
事
業
所
等

の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な

い
。 

第
二
十
一
条 

共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応

型
通
所
介
護
事
業
者
は
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
用
型
指
定
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支

障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に

従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、

施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。
な
お
、
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い

場
合
は
、
当
該
共
用
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、

か
つ
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

他
の
本
体
事
業
所
等

の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な

い
。 

（
従
業
者
） 

（
従
業
者
） 

第
二
十
四
条 

第
二
十
四
条 

６ 
 

６ 
 

当
該
指
定
介

護
予
防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事

業
所
に
中
欄

に
掲
げ
る
施

設
等
の
い
ず

れ
か
が
併
設

さ
れ
て
い
る

場
合 

指
定
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
事
業
所
、

指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設
、
指
定
地
域
密
着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設
、
指
定
介
護
老
人
福

祉
施
設
、
介
護
老
人
保

健
施
設
、
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
（
医
療

法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
七

条
第
二
項
第
四
号
に
規

定
す
る
療
養
病
床
を
有

す
る
診
療
所
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
介

護
医
療
院 

介
護
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
該
指
定
介

護
予
防
小
規

模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事

業
所
に
中
欄

に
掲
げ
る
施

設
等
の
い
ず

れ
か
が
併
設

さ
れ
て
い
る

場
合 

指
定
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
事
業
所
、

指
定
地
域
密
着
型
特
定

施
設
、
指
定
地
域
密
着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設
、
指
定
介
護
老
人
福

祉
施
設
、
介
護
老
人
保

健
施
設
、
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
（
医
療

法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
七

条
第
二
項
第
四
号
に
規

定
す
る
療
養
病
床
を
有

す
る
診
療
所
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
介

護
医
療
院 

介
護
職
員 
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（
管
理
者
） 

（
管
理
者
） 

第
二
十
五
条 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に

従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
当
該

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業

所
に
併
設
す
る
前
条
第
六
項
の
表
当
該
指
定
介
護

予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
中
欄

に
掲
げ
る
施
設
等
の
い
ず
れ
か
が
併
設
さ
れ
て
い

る
場
合
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
、

同
一
敷
地
内
の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
事
業
所
の
職
務
（
当
該
指
定
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
に
係
る

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事

業
者
が
、
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
者
、

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業

者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
一
体
的
な
運
営
を
行

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
職

務
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
百
十
五
条
の
四
十

五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業
（
同
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一

号
介
護
予
防
支
援
事
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に

従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合

は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の

事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
二
十
九
条 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利

用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保

護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

身
体
的
拘
束
そ
の
他
利
用
者
の
行
動
を
制
限
す
る

行
為
（
以
下
「
身
体
的
拘
束
等
」
と
い
う
。
）
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
九
条 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利

用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体
を
保

護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

身
体
的
拘
束
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

２ 

 

３ 

指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
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業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を

整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体

的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的

に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
管
理
者
） 
（
管
理
者
） 

第
三
十
四
条 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専

ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活

住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内

に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
併
設
す

る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
十
四
条 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
事
業
者
は
、
共
同
生
活
住
居
ご
と
に
専

ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
管
理
者
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
共
同
生
活
住
居

の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
共
同
生
活

住
居
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

他
の
事
業
所
、
施
設
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保

険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く

は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ

ト
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業
所
が
提
供
す
る

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を

除
く
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療

所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
業
所
、
施

設
等
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該

共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

共
同
生
活
住
居
の
管
理
者
は
、
同
時
に
介
護
保

険
施
設
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は 

 
 

 
 

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
サ
テ
ラ
イ

ト
型
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護
事
業
所
の
場
合
は
、
本
体
事
業
所
が
提
供
す
る

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を

除
く
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
、
病
院
、
診
療

所
又
は
社
会
福
祉
施
設
を
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
当
該

共
同
生
活
住
居
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
） 

第
三
十
八
条 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
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生
活
介
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
利
用
者
又
は
他
の
利
用
者
等
の
生
命
又
は
身
体

を
保
護
す
る
た
め
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除

き
、
身
体
的
拘
束
等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事
業
者
は
、
前
項
の
身
体
的
拘
束
等
を
行
う
場
合

に
は
、
そ
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
利
用
者

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を

検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
従
業
者
そ
の
他
の
従

業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

二 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を

整
備
す
る
こ
と
。 

三 

介
護
従
業
者
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身

体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期

的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

（
準
用
） 

（
準
用
） 

第
三
十
九
条 

第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の

二
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で 

 
 

 
 

 

及
び

第
三
十
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

第
三
十
八
条 

第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の

二
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
九
条
及
び

第
三
十
条
の
規
定
は
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

（
そ
の
他
） 

（
そ
の
他
） 

第
四
十
条 

第
三
十
九
条 
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議
案
第
三
十
二
号 

 
宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
九
条
の
二
の
見
出
し
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
中
「
一
般
被
保
険
者
（
法

附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）

以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
（
一
般
被

保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
七
条
」
に
、

「
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、
山
口
県
」
を
「
山
口

県
」
に
改
め
、
同
号
へ
中
「
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当

該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院

時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、

高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
並
び
に
山
口
県
が
行
う
国

民
健
康
保
険
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
及
び
「
及
び
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
第
二
十
二
条
」
を

「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
（
ニ
に
お
い
て
「
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
」

と
い
う
。
）
（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
（
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
法
附
則
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
及
び
「
並
び
に
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
（
退

職
被
保
険
者
等
の
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」

を
削
り
、
「
一
般
被
保
険
者
に
つ
き
」
を
「
被
保
険
者
に
つ
き
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
る
。 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
一
般
被
保
険

者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
一
号
中
「
一
般
被
保

険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
「
一
般
被
保
険
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者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
「
一

般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で 

削
除 

第
十
三
条
の
五
の
二
を
削
る
。 

第
十
三
条
の
六
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
及
び
「
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
が

同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
条
の
基
礎
賦
課
額
と
第
十
三
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
と

の
合
算
額
を
い
う
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」

を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
で
あ
つ
て
、
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
一
般
被
保
険
者
に
係

る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
イ
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法

附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
削
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
三
の
見
出
し
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
中
「
一
般
被
保

険
者
に
つ
き
」
を
「
被
保
険
者
に
つ
き
」
に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
四
の
見
出
し
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
中
「
一
般
被
保

険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
五
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
一
般
被
保
険
者

に
係
る
」
を
削
り
、
同
項
各
号
中
「
一
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
六
か
ら
第
十
三
条
の
六
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
六
か
ら
第
十
三
条
の
六
の
九
ま
で 

削
除 

第
十
三
条
の
六
の
十
中
「
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
及
び
「
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保

険
者
等
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条
の
六
の
三
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
と
第
十
三
条
の
六
の
六
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
の
合
算
額
を
い
う
。
第
十
六
条

及
び
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
二
十
二
万
円
」
を
「
二
十
四
万
円
」
に

改
め
る
。 

第
十
三
条
の
七
第
二
号
イ
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
附
則

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
削
る
。 

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
六
の
三
若
し
く
は
第
十

三
条
の
六
の
六
」
を
「
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
の
三
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
」

を
削
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
二
十
九
万
円
」

を
「
二
十
九
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
五
十
三
万
五
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千

円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
及
び
「
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
を

削
り
、
「
二
十
二
万
円
」
を
「
二
十
四
万
円
」
に
、
「
第
十
三
条
の
五
」
を
「
第
十
三
条
の
六
の

9
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五
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
を
削
る
。 

第
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
五
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
十
三

条
の
五
」
、
「
又
は
第
十
三
条
の
六
の
八
」
及
び
「
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
第
二
項
」
と
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
又
は
第
十
三
条
の
五
」
を

削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
五
」
、
「
又
は
第
十
三
条
の
六
の
八
」
及
び
「
、
「
第

十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
五
第
二
項
」
と
」
を
削
る
。 

第
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
十
三

条
の
二
」
及
び
「
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
を
削
り
、
「
二
十
二
万
円
」
を
「
二
十
四
万
円
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
又

は
第
十
三
条
の
二
」
及
び
「
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
を
削
り
、
「
二
十
二
万
円
」
を
「
二
十

四
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
二
」
を
削
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
分
の
保
険
料
か
ら
適
用
し
、

令
和
五
年
度
分
ま
で
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
、

退
職
者
医
療
制
度
の
廃
止
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
総
額
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
総
額
） 

第
九
条
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一
般
被
保

険
者
（
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職

被
保
険
者
等
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い

う

。

）

以

外

の

被

保

険

者

を

い

う

。

以

下

同

じ
。
）
に
係
る
基
礎
賦
課
額
（
第
十
七
条
の
二
、

第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ

り
基
礎
賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含

む
。
）
の
総
額
（
以
下
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い

う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら

第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を

基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

第
九
条
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

基
礎
賦
課
額
（
第
十
七
条
の
二
、

第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ

り
基
礎
賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含

む
。
）
の
総
額
（
以
下
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い

う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら

第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を

基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

一 

一 

イ 

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
（
一
般
被
保

険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
か
ら
当

該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額

を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養

費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別

療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額

介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
額 

イ 

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
（
一
般
被
保

険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
か
ら
当

該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額

を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養

費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別

療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額

介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

の
額 

ロ 

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
法
附
則

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用

（
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
一
般
被

保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、
山
口
県
の
国

民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て

負
担
す
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高

ロ 

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
（
法
附
則

第
七
条 

 
 
 

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
の
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用

（
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
一
般
被

保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
り
、
山
口
県
の
国

民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て

負
担
す
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
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齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
高
齢
者
医

療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金

等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い

う
。
）
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金

（
以
下
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納

付

に

要

す

る

費

用

に

充

て

る

部

分

を

除

く
。
）
の
額 

齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
高
齢
者
医

療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金

等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い

う
。
）
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
納
付
金

（
以
下
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納

付

に

要

す

る

費

用

に

充

て

る

部

分

を

除

く
。
）
の
額 

へ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
（
退
職
被
保
険
者

等
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額

か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、

特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費

用
の
額
並
び
に
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保

険
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
山

口
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
並
び
に
介
護
納
付

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
国

民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
の
額
を
除
く
。
） 

へ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
（
退
職
被
保
険
者

等
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額

か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当

す
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、

特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費

用
の
額
並
び
に
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保

険
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
山

口
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
並
び
に
介
護
納
付

金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
国

民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
の
額
を
除
く
。
） 

二 

二 

ロ 

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
山
口

県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に

お
い
て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、

病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も

ロ 

法
附
則
第
七
条 

 
 
 

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
山
口

県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に

お
い
て
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、

病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
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の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
貸

し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
額 

の
を
除
く
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
貸

し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
額 

ハ 

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
民
健
康

保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
（
ニ
に
お
い
て

「
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
」

と
い
う
。
）
（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の

給
付
等
に
要
す
る
費
用
（
法
附
則
第
二
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
等
に

要
す
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
額 

ハ 

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
民
健
康

保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
（
ニ
に
お
い
て

「
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
」

と
い
う
。
）
（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の

給
付
等
に
要
す
る
費
用
（
法
附
則
第
二
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
等
に

要
す
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
額 

ニ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
附

則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
七

十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条

の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
並

び
に
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金

（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の
給
付
等
に
要

す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
の
額 

ニ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
附

則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
七

十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条

の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
並

び
に
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金

（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の
給
付
等
に
要

す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
の
額 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
額
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
額
） 

第
十
条 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一
般
被
保
険
者

に
係
る
基
礎
賦
課
額
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
一

般
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及
び
被

保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
並
び
に
そ
の

世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計

額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険

者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す

る
と
き
は
、
当
該
世
帯
は
一
般
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
と
み
な
し
て
、
世
帯
別
平
等
割
額
を
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一
般
被
保
険
者

に
係
る
基
礎
賦
課
額
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被

保
険
者
に
つ
き 

 

算
定
し
た
所
得
割
額
及
び
被

保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
並
び
に
そ
の

世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計

額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険

者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す

る
と
き
は
、
当
該
世
帯
は
一
般
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
と
み
な
し
て
、
世
帯
別
平
等
割
額
を
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
額

の
算
定
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
額

の
算
定
） 

第
十
一
条 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
一
般
被
保
険
者

第
十
一
条 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
被
保
険
者 
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に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の

所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同

法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第

三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附

則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六

条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三

十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五

条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三

に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の

所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同

法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第

三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附

則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六

条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三

十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五

条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等

に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三

9
9



 

第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法

附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三

十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税

等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第

十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適

用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第

十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

同

号

に

お

い

て

同

じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法

及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
。
第
十
七
条
の
二
に

お

い

て

「

租

税

条

約

等

実

施

特

例

法

」

と

い

う
。
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の

金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
、
第
十
三
条
の
所
得
割

の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。 

第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法

附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三

十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税

等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第

十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適

用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第

十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

同

号

に

お

い

て

同

じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法

及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
。
第
十
七
条
の
二
に

お

い

て

「

租

税

条

約

等

実

施

特

例

法

」

と

い

う
。
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条

約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並

び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の

金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
、
第
十
三
条
の
所
得
割

の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
保
険
料

率
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
額
の
保
険
料

率
） 

第
十
三
条 

一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の

保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
三
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
額
の

保
険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

所
得
割 

一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課

総
額
の
百
分
の
五
十
五
に
相
当
す
る
額
を
基
礎

控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
（
政
令
第
二
十
九
条

の
七
第
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場

一 

所
得
割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課

総
額
の
百
分
の
五
十
五
に
相
当
す
る
額
を
基
礎

控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
（
政
令
第
二
十
九
条

の
七
第
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場

1
0
0



 

合
に
あ
つ
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
の
九
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
後
の
金
額

と
す
る
。
）
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数 

合
に
あ
つ
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
の
九
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
後
の
金
額

と
す
る
。
）
の
総
額
で
除
し
て
得
た
数 

二 

被
保
険
者
均
等
割 

一
般
被
保
険
者
に
係
る

基
礎
賦
課
総
額
の
百
分
の
二
十
九
に
相
当
す
る

額
を
当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二

箇
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
の

数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
で
除
し
て
得
た

額 

二 

被
保
険
者
均
等
割 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
総
額
の
百
分
の
二
十
九
に
相
当
す
る

額
を
当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二

箇
年
度
の
各
年
度
に
お
け
る
被
保
険
者 

 
 
 

の

数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
で
除
し
て
得
た

額 

三 

三 

イ 

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯 

一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
総
額
の
百

分
の
十
六
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前

年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
各
年
度

に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の

数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か
ら
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
（
法
第
六
条
第
八
号
の
規
定

に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で

あ
つ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日

以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
一
般
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
あ
つ

て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
「
特
定
月
」
と

い
う
。
）
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の

間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険

者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
特
定
世

帯
」
と
い
う
。
）
の
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
の
属
す
る

世
帯
で
あ
つ
て
特
定
月
以
後
五
年
を
経
過
す

る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
八
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯

に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。

以
下
「
特
定
継
続
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
数

に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を

控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額 

イ 

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基
礎
賦
課
総
額
の
百

分
の
十
六
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前

年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
各
年
度

に
お
け
る
被
保
険
者 

 
 
 

の
属
す
る
世
帯
の

数
等
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か
ら
特
定
同

一
世
帯
所
属
者
（
法
第
六
条
第
八
号
の
規
定

に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で

あ
つ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日

以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者 

 
 
 

の
属
す
る
世
帯
で
あ
つ

て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
「
特
定
月
」
と

い
う
。
）
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の

間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険

者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
以
下
「
特
定
世

帯
」
と
い
う
。
）
の
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者 

 
 
 

の
属
す
る

世
帯
で
あ
つ
て
特
定
月
以
後
五
年
を
経
過
す

る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
八
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当
該
世
帯

に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。

以
下
「
特
定
継
続
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
数

に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を

控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額 

1
0
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（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
賦
課
額
） 

第
十
三
条
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退
職
被

保
険
者
等
に
係
る
基
礎
賦
課
額
は
、
そ
の
世
帯
に

属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額

並
び
に
そ
の
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等

割
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
所
得
割

額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
三 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
退
職
被
保

険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

に
、
第
十
三
条
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て

算
定
す
る
。 

第
十
三
条
の
四 

削
除 

（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
五 

第
十
三
条
の
二
の
被
保
険
者
均
等

割
額
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

と
同
額
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
二
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で 

削
除 

 

（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
世
帯
別

平
等
割
額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
五
の
二 

第
十
三
条
の
二
の
世
帯
別
平

等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世

帯 

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額 

二 

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
退
職
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
あ
つ
て

特
定
月
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い

な
い
場
合
に
限
る
。
） 

第
十
三
条
第
一
項
第

三
号
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額 

三 

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
退
職
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
あ
つ
て

特
定
月
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら

特
定
月
以
後
八
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
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な
い
場
合
に
限
る
。
） 

第
十
三
条
第
一
項
第

三
号
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額 

（
基
礎
賦
課
限
度
額
） 

（
基
礎
賦
課
限
度
額
） 

第
十
三
条
の
六 
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
の
基

礎
賦
課
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等

が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
条
の

基
礎
賦
課
額
と
第
十
三
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
と

の
合
算
額
を
い
う
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
六
十
五
万
円
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
十
三
条
の
六 

第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
の
基

礎
賦
課
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等

が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
条
の

基
礎
賦
課
額
と
第
十
三
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
と

の
合
算
額
を
い
う
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
六
十
五
万
円
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
総
額
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
総
額
） 

第
十
三
条
の
六
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一

般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
（
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十

七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総

額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見

込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除

し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
（
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十

七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総

額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見

込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除

し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

一 

当
該
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費

納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
山
口
県
の
国

民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負

担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換

支
援
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
部
分

で
あ
つ
て
、
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の

一
般
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
年
度
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
事
業
費

納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
山
口
県
の
国

民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負

担
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換

支
援
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
部
分

で
あ
つ
て
、
山
口
県
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の

一
般
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
） 

二 

二 

イ 

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り

貸
し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係

イ 

法
附
則
第
七
条 

 
 
 

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り

貸
し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
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る
も
の
に
限
る
。
）
の
額 

る
も
の
に
限
る
。
）
の
額 

ロ 
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一

項
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第

七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法

第

七

十

二

条

の

三

第

一

項
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第

七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
） 

第
十
三
条
の
六
の
三 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
そ
の
世
帯
に
属

す
る
一
般
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額

及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
並
び

に
そ
の
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額

の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般

被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
が
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
を
一
般
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
と
み
な
し
て
世
帯
別
平
等
割
額
を
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
三 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
は
、
そ
の
世
帯
に
属

す
る
被
保
険
者
に
つ
き 

 

算
定
し
た
所
得
割
額

及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
並
び

に
そ
の
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額

の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般

被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
が
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
を
一
般
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
と
み
な
し
て
世
帯
別
平
等
割
額
を
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
所
得
割
額
の
算
定
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
所
得
割
額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
六
の
四 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
一
般

被
保
険
者
に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
所
得
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

に
、
次
条
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定

す
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
四 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
被
保

険
者 

 
 
 

に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
所
得
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

に
、
次
条
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定

す
る
。 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
保
険
料
率
） 

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
保
険
料
率
） 

第
十
三
条
の
六
の
五 

一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
保
険
料
率
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
期

高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
保
険
料
率
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

所
得
割 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額

の
百
分
の
五
十
五
に
相
当
す
る
額
を
一
般
被
保

険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
四
号
た
だ

一 

所
得
割 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額

の
百
分
の
五
十
五
に
相
当
す
る
額
を
被
保
険
者

 
 
 
 

に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
四
号
た
だ
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し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
省
令
第

三
十
二
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

補
正
さ
れ
た
後
の
金
額
と
す
る
。
）
の
総
額
で

除
し
て
得
た
数 

し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
省
令
第

三
十
二
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

補
正
さ
れ
た
後
の
金
額
と
す
る
。
）
の
総
額
で

除
し
て
得
た
数 

二 

被
保
険
者
均
等
割 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
総
額
の
百
分
の
二
十
九
に
相
当
す
る
額
を

当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年

度
の
各
年
度
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
の
数
等

を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額 

二 

被
保
険
者
均
等
割 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
総
額
の
百
分
の
二
十
九
に
相
当
す
る
額
を

当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年

度
の
各
年
度
に
お
け
る
被
保
険
者 

 
 
 

の
数
等

を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額 

三 

三 

イ 

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額
の
百
分
の

十
六
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前
年
度

及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
各
年
度
に
お

け
る
一
般
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
数
等

を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か
ら
特
定
世
帯
の

数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
特
定
継

続
世
帯
の
数
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

の
合
計
数
を
控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額 

イ 

ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額
の
百
分
の

十
六
に
相
当
す
る
額
を
当
該
年
度
の
前
年
度

及
び
そ
の
直
前
の
二
箇
年
度
の
各
年
度
に
お

け
る
被
保
険
者 

 
 
 

の
属
す
る
世
帯
の
数
等

を
勘
案
し
て
算
定
し
た
数
か
ら
特
定
世
帯
の

数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
特
定
継

続
世
帯
の
数
に
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

の
合
計
数
を
控
除
し
た
数
で
除
し
て
得
た
額 

（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
） 

第
十
三
条
の
六
の
六 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
退

職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等

に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等

割
額
の
合
算
額
の
総
額
並
び
に
そ
の
世
帯
に
つ
き

算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
の
所
得
割
額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
六
の
七 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
退
職

被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額

等
に
、
第
十
三
条
の
六
の
五
の
所
得
割
の
保
険
料

率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。 

（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
六
の
八 

第
十
三
条
の
六
の
六
の
被
保

険
者
均
等
割
額
は
、
第
十
三
条
の
六
の
五
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
と
同
額
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
六
か
ら
第
十
三
条
の
六
の
九
ま
で

 
 

削
除 
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（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
の
算
定
） 

第
十
三
条
の
六
の
九 

第
十
三
条
の
六
の
六
の
世
帯

別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世

帯 

第
十
三
条
の
六
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額 

二 

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
退
職
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
あ
つ
て

特
定
月
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い

な
い
場
合
に
限
る
。
） 

第
十
三
条
の
六
の
五

第
一
項
第
三
号
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
額 

三 

特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
退
職
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
で
あ
つ
て

特
定
月
以
後
五
年
を
経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら

特
定
月
以
後
八
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に

あ
る
も
の
（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い

な
い
場
合
に
限
る
。
） 

第
十
三
条
の
六
の
五

第
一
項
第
三
号
ハ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
額 

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度
額
） 

（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度
額
） 

第
十
三
条
の
六
の
十 

第
十
三
条
の
六
の
三
又
は
第

十
三
条
の
六
の
六
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
が
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条
の
六
の

三
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
第
十
三
条

の
六
の
六
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
の

合
算
額
を
い
う
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
二

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
二
十
二
万
円
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
十
三
条
の
六
の
十 

第
十
三
条
の
六
の
三
又
は
第

十
三
条
の
六
の
六
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
が
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
三
条
の
六
の

三
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
第
十
三
条

の
六
の
六
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
と
の

合
算
額
を
い
う
。
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
二

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
二
十
四
万
円
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
） 

（
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
） 

第
十
三
条
の
七 

第
十
三
条
の
七 

 

二 

二 

イ 

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

イ 

法
附
則
第
七
条 

 
 
 

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
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交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り

貸
し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
額 

交
付
を
受
け
る
補
助
金
（
国
民
健
康
保
険
事

業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り

貸
し
付
け
ら
れ
る
貸
付
金
（
国
民
健
康
保
険

事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
額 

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
納
付
義
務
の
発
生
、
消
滅

又
は
被
保
険
者
数
の
異
動
等
が
あ
つ
た
場
合
） 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
納
付
義
務
の
発
生
、
消
滅

又
は
被
保
険
者
数
の
異
動
等
が
あ
つ
た
場
合
） 

第
十
六
条 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が

発
生
し
、
又
は
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
数
が

増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
、
若
し
く
は
一
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険

者
と
な
り
、
若
し
く
は
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険

者
で
な
く
な
り
、
若
し
く
は
政
令
第
二
十
九
条
の

七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者

等

（

以

下

「

特

例

対

象

被

保

険

者

等

」

と

い

う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務

者
に
係
る
第
十
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条

の
六
の
三
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
の
六
の
額

（
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た

場
合
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
該
当
す
る
こ
と

に

よ

り

被

保

険

者

数

が

減

少

し

た

場

合

を

除

く
。
）
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
世
帯
別
平

等
割
額
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
十
三
条
の
八
の

額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
第
十

第
十
六
条 
保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が

発
生
し
、
又
は
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
数
が

増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
、
若
し
く
は
一
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険

者
と
な
り
、
若
し
く
は
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険

者
で
な
く
な
り
、
若
し
く
は
政
令
第
二
十
九
条
の

七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保
険
者

等

（

以

下

「

特

例

対

象

被

保

険

者

等

」

と

い

う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務

者
に
係
る
第
十
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
の
三
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
額

（
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た

場
合
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
該
当
す
る
こ
と

に

よ

り

被

保

険

者

数

が

減

少

し

た

場

合

を

除

く
。
）
又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
世
帯
別
平

等
割
額
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
十
三
条
の
八
の

額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
第
十
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三
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課
額
の

被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分

の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四
項

第
一
号
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
各

号
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項

各
号
（
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
そ
の
納
付
義
務
が
発
生
し
、
又
は
被
保
険
者

数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た
日
（
法
第
六

条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
減
少
し
た
日
が
月
の

初

日

で

あ

る

と

き

に

限

り

、

そ

の

前

日

と

す

る
。
）
若
し
く
は
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が

介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
と
な
つ
た
日
若
し
く

は
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
日

若
し
く
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
日
の

属
す
る
月
か
ら
、
月
割
を
も
つ
て
行
う
。 

三
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
基
礎
賦
課
額
の

被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分

の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四
項

第
一
号
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
各

号
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項

各
号
（
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
そ
の
納
付
義
務
が
発
生
し
、
又
は
被
保
険
者

数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た
日
（
法
第
六

条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
減
少
し
た
日
が
月
の

初

日

で

あ

る

と

き

に

限

り

、

そ

の

前

日

と

す

る
。
）
若
し
く
は
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が

介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
と
な
つ
た
日
若
し
く

は
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
日

若
し
く
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
日
の

属
す
る
月
か
ら
、
月
割
を
も
つ
て
行
う
。 

２ 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
第
十

条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
六
の
三
若
し

く
は
第
十
三
条
の
六
の
六
の
額
若
し
く
は
第
十
三

条
の
八
の
額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
に
定
め
る
第

十
三
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課
額

の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十

分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四

項
第
一
号
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項

各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
に

定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
の
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
日
（
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規

定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
納
付
義

務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
消
滅
し

２ 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
第
十

条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
の
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
額
若
し
く
は
第
十
三

条
の
八
の
額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
に
定
め
る
第

十
三
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
基
礎
賦
課
額

の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十

分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四

項
第
一
号
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項

各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
に

定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
の
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
日
（
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規

定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
納
付
義

務
が
消
滅
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
消
滅
し
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た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前

日
と
す
る
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
、
月
割

を
も
つ
て
行
う
。 

た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前

日
と
す
る
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
、
月
割

を
も
つ
て
行
う
。 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
二 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険

料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
又

は
第
十
三
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え

る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
保
険
料
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険

料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え

る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と
す
る
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金

額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る

金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を
減

じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え

た
金
額
）
に
、
二
十
九
万
円 

 
 
 

に
当
該
年
度

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険

料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
号
に
該
当
す
る

者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基

礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対

象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ

に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

二 

前
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所

得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ

れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金

額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る

金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を
減

じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え

た
金
額
）
に
、
二
十
九
万
五
千
円
に
当
該
年
度

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険

料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
号
に
該
当
す
る

者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基

礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対

象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ

に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る

金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め

る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を

減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林

所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
算
額
が
、
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る

金
額
（
世
帯
主
等
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め

る
金
額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を

減
じ
た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
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え
た
金
額
）
に
、
五
十
三
万
五
千
円
に
当
該
年

度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当

該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保

険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
二
号
に
該
当

す
る
者
以
外
の
者 
イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定

の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
ロ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

え
た
金
額
）
に
、
五
十
四
万
五
千
円
に
当
該
年

度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
、
当

該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
と
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保

険
料
の
納
付
義
務
者
で
あ
つ
て
前
二
号
に
該
当

す
る
者
以
外
の
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定

の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
ロ
に
掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」

と
、
前
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
五 

 
 
 

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
万
円
」

と
、
前
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
又

は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の

八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七

万
円
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る

の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の

八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七

万
円
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
） 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
五 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯

に
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険

者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率

か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
十
分
の

第
十
七
条
の
五 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯

に
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険

者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
第
十
三
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率

か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
十
分
の
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五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行
っ
た
後
の
額
と
す

る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
（
第
四
項
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行
っ
た
後
の
額
と
す

る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
（
第
四
項
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
又
は
第
十
三
条
の
六
の
八
」

と
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
第
二
項
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十

三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の

五
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
又
は
第
十
三
条
の
六
の
八
」

と
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
第
二
項
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十

三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の

五
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
 

４ 
 

一 

第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課

額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当

該
保
険
料
率
に
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号

イ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行

っ
た
後
の
額
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額 

一 

第
十
三
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
基
礎
賦
課

額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当

該
保
険
料
率
に
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号

イ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行

っ
た
後
の
額
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額 

６ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
又
は
第
十
三
条
の
六
の
八
」

と
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
第
二
項
」
と
、
第
五
項
中
「
第
十

三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の

五
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
又
は
第
十
三
条
の
六
の
八
」

と
、
「
第
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
五
第
二
項
」
と
、
第
五
項
中
「
第
十

三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の

五
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
六 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出

産
被
保
険
者
（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第

八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納

付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の

第
十
七
条
の
六 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出

産
被
保
険
者
（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第

八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納

付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の

1
1
1



 

う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の

二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六

十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）

と
す
る
（
第
五
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
）
。 

う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六

十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）

と
す
る
（
第
五
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
）
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険

者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限

る

。

）

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ
。
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
又
は
第
十
三

条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険

者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限

る

。

）

を

い

う

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ
。
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介

護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
に
規
定

す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額

は
、
当
該
減
額
後
の
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二

の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十

五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と

す
る
。 

５ 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
に
規
定

す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額

は
、
当
該
減
額
後
の
第
十
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十

五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と

す
る
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

1
1
2



 

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」

と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
四
万
円
」

と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

８ 

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
又
は

第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の

八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七

万
円
」
と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

８ 

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の

八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七

万
円
」
と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 

1
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議案第４９号 

 

調 停 の 成 立 に つ い て 

 
 下記のとおり調停を成立させることについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、市議会の議決を求める。  

  令和６年２月２０日提出  

 

                   宇部市長  篠  﨑  圭  二  

 

 

記  

１ 当 事 者  

 (1) 申立人 

宇部市常盤町一丁目７番１号  

   宇部市  

    宇部市長  篠   﨑   圭   二  

(2) 相手方  

   宇部市恩田町三丁目４番２１号  

   株式会社翔設計  

    代表取締役  北   奥   康   親  

   宇部市小松原町二丁目４番１８号  

   株式会社島田工務店  

    代表取締役  島   田   政   明  

２ 事 件 名  

  求償金請求調停申立事件  

山口地方裁判所 令和５年（ノ）第５号  

３ 事件の概要  

平成２９年６月に宇部市立桃山中学校において発生した高圧ケーブル切

断事故により、市がＵＢＥ株式会社に支払った解決金について、市は、解決

金の一部を当該事故の利害関係人である相手方に対し求償したものの、合意

に至らなかったため、令和５年４月２８日、当該利害関係人を相手方として

7



山口地方裁判所に当該求償金の支払いを求める調停を申し立てたもの  

４ 調 停 条 項  

 (1) 相手方らは、申立人に対し、本件解決金として、連帯して、金 ２,００

０,０００円の支払義務があることを認める。 

 (2) 相手方らは、申立人に対し、前項の金員を連帯して令和６年４月３０日限

り、申立人が指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数

料は相手方らの負担とする。 

(3) 申立人は、相手方らに対するその余の請求を放棄する。 

(4) 申立人と相手方らは、申立人と相手方らとの間には、本件に関し、本調停

条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

(5) 手続費用は各自の負担とする。 
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